
目 次

◇ 選管規則 公職選挙法による選挙事務規程の一部を改正する規則 (１) １

選挙管理委員会規則

公職選挙法による選挙事務規程の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成18年６月27日

鳥取県選挙管理委員会委員長 須 山 修 次

鳥取県選挙管理委員会規則第１号

公職選挙法による選挙事務規程の一部を改正する規則

公職選挙法による選挙事務規程 (昭和31年鳥取県選挙管理委員会規則第３号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下 ｢改正部分｣ という｡) を当該改正部分に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分に改める｡

……………………………………
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改 正 後 改 正 前

第９号様式 (第26条関係)

不 在 者 投 票 事 務 処 理 簿

投 票 区

第９号様式 (第26条関係)

不 在 者 投 票 事 務 処 理 簿

投 票 区
略 略

(氏名) 男
・
女

病院の院

長

１項

３号

郵便

等

(無) (有) 県 市

病院

(氏名) 男
・
女

(病院長) １項

３号

郵便

等

(無) (有) 県 市

病院

略 略

(氏名) 男
・
女

刑事施設

の長

１項

３号

(直接) (無) (無) (氏名) 男
・
女

(刑務所長) １項

３号

(直接) (無) (無)

(氏名) 男
・
女

警察留置

場の留置

業務管理

者

１項

３号

(直接) (無) (無) (氏名) 男
・
女

代用監獄

の管理者

１項

３号

(直接) (無) (無)

(氏名) 男
・
女

少年院の

長

１項

３号

郵便

等

(無) (有) 県 市

少年院

(氏名) 男
・
女

(少年院長) １項

３号

郵便

等

(無) (有) 県 市

少年院

(氏名) 男
・
女

婦人補導

院の長

１項

３号

郵便

等

(無) (無) (氏名) 男
・
女

婦人補導

院長

１項

３号

郵便

等

(無) (無)

略 略

備考 備考

�����
平成18年６月27日(火)

号外第105号

毎週火･金曜日発行



附 則

この規則は､ 公布の日から施行する｡

鳥 取 県 公 報 (号外)第105号平成18年６月27日 火曜日2

１ 略

２ 請求の方法の記載例中 ｢直接｣ 又は ｢郵便等｣

とあるのは､ 選挙人が直接に又は郵便若しくは信

書便で請求した場合をいい､ ｢船長｣､ ｢病院の院

長｣､ ｢老人ホームの長｣､ ｢国立保養所の所長｣､

｢身体障害者更生援護施設の長｣､ ｢保護施設の長｣､

｢刑事施設の長｣､ ｢警察留置場の留置業務管理者｣､

｢少年院の長｣ 又は ｢婦人補導院の長｣ とあるの

は､ 選挙人がこれらの者を通じて請求した場合を

いう｡

３及び４ 略

５ 交付の方法の記載例中 ｢直接｣ 又は ｢郵便等｣

とあるのは､ 市町村の選挙管理委員会の委員長が､

選挙人又は船長､ 病院の院長､ 老人ホームの長､

国立保養所の所長､ 身体障害者更生援護施設の長､

保護施設の長､ 刑事施設の長､ 警察留置場の留置

業務管理者､ 少年院の長若しくは婦人補導院の長

に直接に交付し､ 又は郵便若しくは信書便で交付

した場合をいう｡

６～８ 略

１ 略

２ 請求の方法の記載例中 ｢直接｣ 又は ｢郵便等｣

とあるのは､ 選挙人が直接に又は郵便若しくは信

書便で請求した場合をいい､ ｢船長｣､ ｢病院長｣､

｢老人ホームの長｣､ ｢国立保養所の所長｣､ ｢身体

障害者更生援護施設の長｣､ ｢保護施設の長｣､ ｢刑

務所長｣､ ｢代用監獄の管理者｣､ ｢少年院長｣ 又は

｢婦人補導院長｣ とあるのは､ 選挙人がこれらの

者を通じて請求した場合をいう｡

３及び４ 略

５ 交付の方法の記載例中 ｢直接｣ 又は ｢郵便等｣

とあるのは､ 市町村の選挙管理委員会の委員長が､

選挙人又は船長､ 病院長､ 老人ホームの長､ 国立

保養所の所長､ 身体障害者更生援護施設の長､ 保

護施設の長､ 刑務所長､ 代用監獄の管理者､ 少年

院長若しくは婦人補導院長に直接に交付し､ 又は

郵便若しくは信書便で交付した場合をいう｡

６～８ 略

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目220 鳥 取 県 【定価１部１か月2,200円 (送料を含む｡)】
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